
規　則

公示送達

津市助産施設及び母子生活支援施設への入所に要する費用の徴収に関する規則の一部
を改正する規則

認可地縁団体の告示事項の変更

認可地縁団体の告示事項の変更

国民健康保険被保険者証の無効

保管した屋外広告物

告　示

公示送達

条　例

津市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例

津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

津市介護保険条例及び津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

津市道路占有料徴収条例の一部を改正する条例

津市市有林の管理に関する条例の一部を改正する条例

津市監査委員条例の一部を改正する条例

津市市税条例の一部を改正する条例

　　　　第　　６1　号

        　　　　　　　　　　  平成２０年７月７日

　　　　月　　曜　　日

目　　　次

　　　　　津　市　公　報

条件付一般競争入札の執行

事後審査型条件付一般競争入札の執行

犬の抑留

予算の公表

事後審査型条件付一般競争入札の執行

公　告

事後審査型条件付一般競争入札共通事項

負担金（分担金）を賦課する区域

開発行為に関する工事の完了

教育委員会告示

教育委員会の招集

開発行為に関する工事の完了

開発行為に関する工事の完了

犬の抑留



※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

監査委員告示

津市職員措置請求書に係る監査結果

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

水道局告示

水道局公告

事後審査型条件付一般競争入札共通事項

事後審査型条件付一般競争入札の執行

津市監査事務局規程の一部改正



 

 

 

津市監査委員条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２０年６月２５日 

 

                     津市長 松 田 直 久  

        

 

津市条例第２４号 

津市監査委員条例の一部を改正する条例 

津市監査委員条例（平成１８年津市条例第１９号）の一部を次のように改正

する。 

第１０条中「並びに地方公営企業法」を「、地方公営企業法」に改め、「事

業報告書等」の次に「並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成

１９年法律第９４号）第３条第１項の規定により審査に付された健全化判断比

率及び同法第２２条第１項の規定により審査に付された資金不足比率並びにそ

れらの算定の基礎となる事項を記載した書類」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



 

 

 

    

 津市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２０年６月２５日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第２５号 

   津市市税条例の一部を改正する条例 

 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 第１９条中「この条において同じ。）」の次に「、第４７条の４第１項（第 

４７条の５第３項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）」 

を加え、同条第１号中「第４６条の５」の次に「、第４７条の４第１項」を加 

える。 

第３４条の２中「、寄附金控除額」を削る。 

第３４条の５の次に次の１条を加える。 

（寄附金税額控除） 

第３４条の５の２ 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出

し、当該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金

額及び山林所得金額の合計額の１００分の３０に相当する金額を超える場合

には、当該１００分の３０に相当する金額）が５，０００円を超える場合に

は、その超える金額の１００分の６に相当する金額（当該納税義務者が前年

中に第１号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が５，０００

円を超える場合にあっては、当該１００分の６に相当する金額に特例控除額

を加算した金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の第３

４条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該

控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

⑴ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金（当該納税義務者がその寄

附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当

該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。） 

⑵ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１１３条第２項に規定する共



 

同募金会（その主たる事務所を県内に有するものに限る。）又は日本赤十

字社に対する寄附金（県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において

収納されたものに限る。）で、令第７条の１７各号の規定により定めるも

の 

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項

第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち５，０００円を超える金額に、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額

の５分の３に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第３４条の３及び

前条の規定を適用した場合の所得割の額の１００分の１０に相当する金額を

超えるときは、当該１００分の１０に相当する金額）とする。 

⑴ 当該納税義務者が第３４条の３第２項に規定する課税総所得金額（以下

この項において「課税総所得金額」という。）を有する場合において、当

該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第１号アに掲げる金額（

以下この項において「人的控除差調整額」という。）を控除した金額が零

以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の左欄に掲げる金額

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合 

１９５万円以下の金額 １００分の８５ 

１９５万円を超え３３０万円以下の金額 １００分の８０ 

３３０万円を超え６９５万円以下の金額 １００分の７０ 

６９５万円を超え９００万円以下の金額 １００分の６７ 

９００万円を超え１，８００万円以下の金額 １００分の５７ 

１，８００万円を超える金額 １００分の５０ 

⑵ 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所

得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を

下回るときであって、当該納税義務者が第３４条の３第２項に規定する課

税山林所得金額（以下この項において「課税山林所得金額」という。）及

び同条第２項に規定する課税退職所得金額（以下この項において「課税退

職所得金額」という。）を有しないとき １００分の９０ 

⑶ 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所

得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を

下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であって、

当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 



 

次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める割合

（ア及びイに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該ア又はイに定

める割合のうちいずれか低い割合） 

ア 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の５分の１に

相当する金額について、第１号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる割合 

イ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第

１号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る割合 

第３４条の６中「外国の所得税等」を「法第３１４条の８に規定する外国の

所得税等」に、「第３１４条の７」を「第３１４条の８」に、「前条」を「前

２条」に改める。 

第３４条の７第１項中「前２条」を「前３条」に改め、同条第３項中「第３

７条の３」を「第３７条の４」に改める。 

第３６条の２第１項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しく

は医療費控除額」に、「若しくは同条第９項」を「、同条第９項」に改め、「

雑損失の金額の控除」の次に「若しくは第３４条の５の２の規定によって控除

すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除」を

加え、同条第４項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医

療費控除額」に、「又は同条第９項」を「、同条第９項」に改め、「雑損失の

金額の控除」の次に「又は寄附金税額控除額の控除」を加える。 

第３８条第１項中「第４４条」の次に「、第４７条の２第１項若しくは第２

項、第４７条の５」を加える。 

第４１条中「第４７条第１項」の次に「又は第４７条の６第１項」を加える。 

第４４条の見出しを「（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収）」に改め、

同条第２項及び第３項中「給与所得以外」を「給与所得及び公的年金等に係る

所得以外」に改める。 

第４５条の見出しを「（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等）」に改め、

同条第２項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改める。 

第４６条の見出しを「（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等）」に

改める。 

第４６条の２の見出しを「（給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例）」

に改め、同条中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改める。 



 

第４７条の見出しを「（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰

入れ）」に改め、同条第１項中「個人の市民税を」を「給与所得に係る特別徴

収税額を」に、「同条」を「同項」に改め、同条第２項中「特別徴収税額」を

「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条の次に次の５条を加える。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年

中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等

年金給付（法第３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この

節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の者（特別徴収の方

法によって徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲

げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。

である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第４

４条第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、

公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第４７条の５におい

て同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る

特別徴収税額」という。）を当該年度の１０月１日から翌年の３月３１日ま

での間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特

別徴収の方法によって徴収する。 

⑴ 当該年度の初日の属する年の１月１日以後引き続き市の区域内に住所を

有する者でない者 

⑵ 当該年度分の老齢等年金給付の年額が１８万円未満である者その他の市

の行う介護保険の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３５条第５

項に規定する特別徴収対象被保険者でない者 

⑶ 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度において

当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の

前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合（

第４４条第２項ただし書に規定する場合を除く。）においては、当該給与所

得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によっ

て特別徴収の方法によって徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算し

て特別徴収の方法によって徴収する。 

３ 第１項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該

）



 

特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及

び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第４０

条第１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の９月３０日ま

での間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収する。 

（特別徴収義務者） 

第４７条の３ 前条第１項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴

収税額（同条第２項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の

所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当

該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。）の特別徴収義

務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収

対象年金給付（法第３２１条の７の４第２項の特別徴収対象年金給付をいう。

以下この節において同じ。）の支払をする者（以下この節において「年金保

険者」という。）とする。 

（年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務） 

第４７条の４ 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月１

０日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならな

い。 

２ 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、

年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の１０月１日から

翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別

徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。 

（年金所得に係る仮特別徴収税額等） 

第４７条の５ 当該年度の初日の属する年の前年の１０月１日からその翌年の

３月３１日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第２項

の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者につい

て、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の９月３０日ま

での間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の

前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として

年金所得に係る仮特別徴収税額（当該年度の前年度において第４７条の２第

１項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴

収税額（同条第２項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算し

た所得割額がある場合にあっては、当該所得割額を控除した額）に相当する

額をいう。以下この節において同じ。）を、当該年度の初日からその日の属



 

する年の９月３０日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、

特別徴収の方法によって徴収する。 

２ 当該年度の初日からその日の属する年の９月３０日までの間において前項

の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第４

７条の２第１項の規定の適用がある場合における同項及び同条第２項並びに

第４７条の３及び前条の規定の適用にあっては、第４７条の２第１項中「の

２分の１に相当する額」とあるのは、「から第４７条の５第１項に規定する

年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第３項の規定は、

適用しない。 

３ 第４７条の３及び前条の規定は、第１項の規定による特別徴収について準

用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額

とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第４７条の３中「（同条

第２項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所

得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所得割額を

加算した額とする。以下この節において同じ。）」とあるのは「（同項に規

定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）」と、前条第１

項及び第２項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別

徴収税額」と、同項中「の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日」と

あるのは「からその日の属する年の９月３０日」と読み替えるものとする。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第

３２１条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税

額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後におい

て到来する第４０条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期

において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、

普通徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税額又

は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に

納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額

が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額

」



 

又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）に

おいて当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の規定によって当該特別徴収対

象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。 

第５１条第１項第４号を次のように改める。 

⑷ 公益社団法人及び公益財団法人 

第５４条第１項中「永続期間」を「存続期間」に改め、同条第５項中「独立

行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法律第１３０号

により行う同法第１１条第１項第７号イの事業及び同法附則第８条第１項の規

定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律（平成１１年法律第７０号

附則第８条の規定による廃止前の農用地整備公団法」を「独立行政法人森林総

合研究所が独立行政法人森林総合研究所法（平成１１年法律第１９８号）附則

第９条第１項又は第１１条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構

法（平成１４年法律第１３０号）第１１条第１項第７号イの事業又は旧農用地

整備公団法」に改め、同条第７項中「第１０条の２の７」を「第１０条の２の

９」に改める。 

第５６条中「民法第３４条の法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人

に改める。 

第１３１条第４項中「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法

により行う同法」を「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研

究所法附則第９条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法」に改

める。 

附則第４条の次に次の１条を加える。 

（公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４０条

第３項後段（同条第６項から第９項までの規定によりみなして適用する場合

を含む。）の規定の適用を受けた同法第４０条第３項に規定する公益法人等

（同条第６項から第９項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみ

なされる法人を含む。）を同法第４０条第３項に規定する贈与又は遺贈を行

った個人とみなして、令附則第３条の２の３で定めるところにより、これに

同項に規定する財産（租税特別措置法第４０条第６項から第９項までの規定

により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。）に係る山林所得の

）

」

）



 

金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。 

附則第５条第３項中「前２条」を「前３条」に改める。 

附則第６条第３項中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

附則第７条第２項中「場合における」の次に「第３４条の６及び」を加え、

「同項」を「第３４条の６」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と

する」を「と、同項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条第１項

とする」に改める。 

附則第７条の３第２項中「場合における」の次に「第３４条の６及び」を加

え、「同項」を「第３４条の６」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、

「とする」を「と、同項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条の

３第１項」とする」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の５の２の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義

務者が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は

第３４条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税

山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得につ

いて、附則第１６条の３第１項、附則第１６条の４第１項、附則第１７条第

１項、附則第１８条第１項、附則第１９条第１項又は附則第２０条の２第１

項の規定の適用を受けるときは、第３４条の５の２第２項に規定する特例控

除額は、同項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年

中に支出した同条第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち５，００

０円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る割合（当該各号に掲げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定め

る割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の３に相当する金額（

当該金額が当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の５の規定を適用し

た場合の所得割の額の１００分の１０に相当する金額を超えるときは、当該

１００分の１０に相当する金額）とする。 

 ⑴ 第３４条の３第２項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課

税山林所得金額の５分の１に相当する金額について、第３４条の５の２第

２項第１号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる割合 

 ⑵ 第３４条の３第２項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課

税退職所得金額について、第３４条の５の２第２項第１号の表の左欄に掲

」



 

げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合 

⑶ 前年中の所得について附則第１６条の４第１項の規定の適用を受ける場

合 １００分の５０ 

 ⑷ 前年中の所得について附則第１８条第１項の規定の適用を受ける場合 

１００分の６０ 

⑸ 前年中の所得について附則第１６条の３第１項、附則第１７条第１項、

附則第１９条第１項又は附則第２０条の２第１項の規定の適用を受ける場

合 １００分の７５ 

附則第８条第１項中「平成２１年度」を「平成２４年度」に、「免税対象飼

育牛である場合」を「免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育牛」とい

う。）である場合（その売却した肉用牛の頭数の合計が２，０００頭以内であ

る場合に限る。）」に改め、同条第２項中「同項に規定する」を削り、「もの

が含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計

が２，０００頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれてい

る」に、「第３４条の５、第３４条の６、附則第７条第１項及び前条第１項の

規定にかかわらず」を「第３４条の５から第３４条の６まで、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び前条の規定にかかわらず」に改め、同項第２号

中「、第３４条の６」を「から第３４条の６まで」に、「及び前条第１項」を

「、附則第７条の３第１項及び前条」に改め、同条第３項中「前２条」を「前

３条」に改める。 

附則第１６条の３を次のように改める。 

（上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例） 

第１６条の３ 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第８条の４第１項に規定する上場株式等の配当等（以下この項及び次項

において「上場株式等の配当等」という。）を有する場合において、当該上

場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の

市民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定

の適用を受けようとする旨の記載のある第３３条第４項に規定する申告書を

提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条

第１項及び第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額（以下この項に

おいて「上場株式等に係る配当所得の金額」という。）に対し、上場株式等

に係る課税配当所得の金額（上場株式等に係る配当所得の金額（第３項第１



 

号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当

する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等

に係る配当所得については、附則第７条第１項の規定は、適用しない。 

２ 市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配

当等に係る配当所得について第３３条第１項及び第２項並びに第３４条の３

の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべ

き他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用

しない。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

⑴ 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるの

は、「総所得金額、附則第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る

配当所得の金額」とする。 

⑵ 第３４条の５から第３４条の６まで、第３４条の７第１項、附則第７条

第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用について

は、第３４条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１

６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の５の２

第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項、附則第７条第１項及び

附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の

５の２第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１

６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第２

項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

⑶ 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は附則第１６条の３第１項に規定する上場

株式等に係る配当所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは

「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第８条の４第１項に規定する上

場株式等に係る配当所得の金額」とする。 

⑷ 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の３第１項に規定する上場株

式等に係る配当所得の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得割



 

の額」とする。 

附則第１６条の４第３項第２号中「、第３４条の６」を「から第３４条の６

まで」に、「及び附則第７条の３第１項」を「、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の４」に、「これらの規定」を「第３４条の５中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の５の２第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項」に、「とあるのは、」を「とあ

るのは」に、「とする」を「と、第３４条の５の２第１項後段中「所得割の額

とあるのは「所得割の額及び附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする」に改める。 

附則第１７条第３項第２号中「、第３４条の６」を「から第３４条の６まで

に、「及び附則第７条の３第１項」を「、附則第７条の３第１項及び附則第７

条の４」に、「これらの規定」を「第３４条の５中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の５の２第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項」に、「とする」を「と、第３４条の５の

２第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１７条第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第７条

の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１７条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。 

附則第１８条第５項第２号中「、第３４条の６」を「から第３４条の６まで

に、「及び附則第７条の３第１項」を「、附則第７条の３第１項及び附則第７

条の４」に、「これらの規定」を「第３４条の５中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の５の２第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項」に、「とする」を「と、第３４条の５の

２第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１８条第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第７条

の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１８条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。 

附則第１９条第１項中「及び附則第１９条の３」を削り、同条第２項第２号

」

」

」



 

中「、第３４条の６」を「から第３４条の６まで」に、「及び附則第７条の３

第１項」を「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の４」に、「これらの規

定」を「第３４条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１

９条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の５の２第１項前

段、第３４条の６、第３４条の７第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の

３第１項」に、「とする」を「と、第３４条の５の２第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割の

額の合計額」とする」に改める。 

附則第１９条の２第２項中「特定管理口座）に」の次に「係る同条第１項に

規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に」を加え

る。 

附則第１９条の３を次のように改める。 

第１９条の３ 削除 

附則第１９条の５の見出し中「譲渡損失の」の次に「損益通算及び」を加え、

同条第４項中「第１項の規定の適用」を「第４項の規定の適用」に、「第３７

条の１２の２第５項」を「第３７条の１２の２第１１項」に、「附則第１９条

の５第３項」を「附則第１９条の６第６項」に改め、同項を同条第７項とし、

同条第３項中「第１項の規定」を「第４項の規定」に、「附則第１９条の５第

１項」を「附則第１９条の６第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第

２項を削り、同条第１項中「附則第３５条の２の６第８項」を「附則第３５条

の２の６第１６項」に、「この条」を「この項」に、「第３項」を「第６項」

に改め、「譲渡所得等の金額」の次に「及び附則第１６条の３第１項に規定す

る上場株式等に係る配当所得の金額（第１項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）」を加え、同項を同条第４項とし、同項の次に次の１項を加

える。 

５ 前項の規定の適用がある場合における附則第１６条の３第１項及び第２項

並びに附則第１９条第１項の規定の適用については、附則第１６条の３第１

項中「配当所得の金額（以下」とあるのは「配当所得の金額（附則第１９条

の６第４項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、附

則第１９条第１項中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（附則第

１９条の６第４項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」



 

とする。 

附則第１９条の５に第１項から第３項までとして次の３項を加える。 

所得割の納税義務者の平成２２年度分以後の各年度分の法附則第３５条の

２の６第１２項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額（以下この項及

び次項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。）は、当該上

場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市

民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載し

た第３６条の２第１項の規定による申告書を提出した場合（市長においてや

むを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。）に限

り、附則第１６条の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の

計算上控除する。 

２ 前項の市民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式

等に係る譲渡損失の金額のうちに法附則第３５条の２の５第３項の規定によ

り特別徴収義務者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき

県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除し

た同項各号に掲げる損失の金額がある場合には、第３３条第４項に規定する

申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前

年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得について

の記載を行うものとする。 

３ 第１項の規定の適用がある場合における附則第１６条の３の規定の適用に

ついては、同条第１項中「配当所得の金額（以下」とあるのは、「配当所得

の金額（附則第１９条の６第１項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額。以下」とする。 

附則第１９条の５を附則第１９条の６とし、附則第１９条の４の次に次の１

条を加える。 

（源泉徴収選択口座内配当等に係る市民税の所得計算の特例） 

第１９条の５ 市民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第

３７条の１１の６第１項に規定する源泉徴収選択口座内配当等（以下この条

及び次条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。）については、令

附則第１８条の４の２第１０項で定めるところにより、当該源泉徴収選択口

座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配

当等（所得税法第２４条第１項に規定する配当等をいう。）に係る配当所得



 

の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

２ 市民税の所得割の納税義務者が第３３条第４項の規定によりその有する源

泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申

告書を提出する場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等

に係る租税特別措置法第３７条の１１の４第１項に規定する源泉徴収選択口

座（以下次条において「源泉徴収選択口座」という。）において前年中に交

付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を

行うものとする。 

附則第２０条の２第２項第２号中「、第３４条の６」を「から第３４条の６

まで」に、「及び附則第７条の３第１項」を「、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の４」に、「これらの規定」を「第３４条の５中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の５の２第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項」に、「とあるのは、」を「とあ

るのは」に、「とする」を「と、第３４条の５の２第１項後段中「所得割の額

とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする」に改める。 

附則第２０条の４第２項第２号中「、第３４条の６」を「から第３４条の６

まで」に、「及び附則第７条の３第１項」を「、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の４」に、「これらの規定」を「第３４条の５中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第２０条の４第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の５の２第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項」に、「とあるのは、」を「とあ

るのは」に、「とする」を「と、第３４条の５の２第１項後段中「所得割の額

とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の４第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする」に改め、同条第３項中「（平成２１年３月３１日ま

でに支払を受けるべきものにあっては、１００分の３）」及び「（同日までに

支払を受けるべきものにあっては、１００分の１．８）」を削り、同条第５項

第２号中「、第３４条の６」を「から第３４条の６まで」に、「及び附則第７

」

」



 

条の３第１項」を「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の４」に、「これ

らの規定」を「第３４条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第２０条の４第３項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の５の

２第１項前段、第３４条の６、第３４条の７第１項、附則第７条第１項及び附

則第７条の３第１項」に改め、「の所得割の額」」の次に「と、第３４条の５

の２第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の

４第３項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附則

第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の４

第３項の規定による市民税の所得割の額の合計額」」を加え、同条第６項中「

第３７条の３」を「第３７条の４」に改める。 

附則第２０条の５第２項中「医療費控除額」を「若しくは医療費控除額」に、

「医療費控除額、社会保険料控除額」を「、医療費控除額若しくは社会保険料

控除額」に改める。 

附則第２１条を次のように改める。 

（旧民法第３４条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告） 

第２１条 平成２１年度から平成２５年度までの各年度分の固定資産税に係る

第５６条の規定の適用については、同条中「公益社団法人若しくは公益財団

法人」とあるのは、「公益社団法人若しくは公益財団法人（法附則第４１条

第３項の規定により公益社団法人又は公益財団法人とみなされる法人を含む。

とする。 

２ 第５６条の規定は、法附則第４１条第１１項第１号から第５号までに掲げ

る固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者について準用

する。この場合において、第５６条中「公益社団法人若しくは公益財団法人

とあるのは、「法附則第４１条第１１項に規定する移行一般社団法人等」と

読み替えるものとする。 

附則第２６条中「若しくは第５３項」を「、第５３項」に、「第５８項」を

「第５９項」に、「、第１５条の２第２項」を「若しくは第６１項、第１５条

の２第２項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から

施行する。 

」

）」 



 

⑴ 第５４条及び第１３１条第４項の改正規定並びに附則第３条第１項の規

定 公布の日 

⑵ 第５１条第１項第４号及び第５６条の改正規定並びに附則第２１条の改

正規定、附則第２６条の改正規定（「第５８項」を「第５９項」に改める

部分を除く。）並びに次条第１項、附則第３条第２項及び第４条の規定 

平成２０年１２月１日 

⑶ 附則第２０条の４の改正規定（第３項の改正規定に限る。）並びに次条

第２０項及び第２１項の規定 平成２１年１月１日 

⑷ 第１９条及び第３４条の２の改正規定、第３４条の５の次に１条を加え

る改正規定、第３４条の６、第３４条の７、第３６条の２、第３８条第１

項、第４１条、第４４条から第４６条の２まで及び第４７条の改正規定、

同条の次に５条を加える改正規定並びに附則第４条の次に１条を加える改

正規定、附則第５条第３項、第６条第３項、第７条第２項及び第７条の３

第２項の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定、附則第８条第２項

の改正規定（「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「も

の又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が２，０００頭を超

える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部

分を除く。）、同条第３項の改正規定、附則第１６条の４第３項第２号、

第１７条第３項第２号、第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号、

第１９条の２第２項及び第２０条の２第２項第２号の改正規定、附則第２

０条の４の改正規定（第３項の改正規定を除く。）、附則第２０条の５第

２項の改正規定並びに次条第２項から第５項までの規定 平成２１年４月

１日 

⑸ 附則第８条第１項の改正規定、同条第２項の改正規定（「同項に規定す

る」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当

する肉用牛の頭数の合計が２，０００頭を超える場合の当該超える部分の

免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。）、附則第１６条

の３及び第１９条の５の改正規定、同条を附則第１９条の６とする改正規

定、附則第１９条の４の次に１条を加える改正規定並びに次条第６項から

第１４項までの規定 平成２２年１月１日 

⑹ 附則第１９条第１項及び第１９条の３の改正規定並びに次条第１５項か

ら第１９項までの規定 平成２２年４月１日 

 ⑺ 附則第２６条の改正規定（「第５８項」を「第５９項」に改める部分に



 

限る。） 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する

法律 ( 平成２０年法律第  号 ) の施行の日 

（個人の市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の津市市税条例（以下「新条例

という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２０年度以後の年度

分の個人の市民税について適用し、平成１９年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 新条例第４７条の２から第４７条の６までの規定は、平成２１年度以後の

年度分の個人の市民税について適用する。 

３ 新条例第３４条の５の２及び附則第７条の４の規定は、市民税の所得割の

納税義務者が平成２０年１月１日以後に支出する新条例第３４条の５の２第

１項各号に掲げる寄附金について適用する。 

４ 新条例附則第４条の２の規定は、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第４０条第２項又は第３項の規定による同条第１項後段の承認の取消し

が平成２０年１２月１日以後にされる場合について適用する。 

５ 平成２１年４月１日から同年１２月３１日までの間における新条例附則第

７条の４の規定の適用については、同条中「附則第１６条の３第１項、附則

第１６条の４第１項」とあるのは「附則第１６条の４第１項」と、同条第５

号中「附則第１６条の３第１項、附則第１７条第１項」とあるのは「附則第

１７条第１項」とする。 

６ 新条例附則第８条第１項及び第２項の規定は、平成２２年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、改正前の津市市税条例（以下「旧条例」と

いう。）附則第８条第１項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成

２１年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。  

７ 市民税の所得割の納税義務者が、平成２１年１月１日から平成２２年１２

月３１日までの間に支払を受けるべき新条例附則第１６条の３第１項に規定

する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る

配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所

得の金額（同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。

以下この項において同じ。）に対して課する市民税の所得割の額は、同条第

１項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号

に定める金額に相当する額とする。 

⑴ 上場株式等に係る課税配当所得の金額が１００万円以下である場合 当

」



 

該上場株式等に係る課税配当所得の金額の１００分の１．８に相当する金

額 

⑵ 上場株式等に係る課税配当所得の金額が１００万円を超える場合 次に

掲げる金額の合計額 

ア １万８，０００円 

イ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から１００万円を控除した

金額の１００分の３に相当する金額 

８ 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第１６条の３第３項の規

定の適用については、同項第１号中「附則第１６条の３第１項」とあるのは、

「附則第１６条の３第１項（津市市税条例の一部を改正する条例（平成２０

年津市条例第  号）附則第２条第７項の規定により適用される場合を含む。

以下同じ。）」とする。 

９ 新条例附則第１９条の６第１項又は第４項の規定の適用がある場合におけ

る第７項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とある

のは、「新条例附則第１９条の６第３項又は第５項の規定により読み替えら

れた新条例附則第１６条の３第１項前段の規定により」とする。 

１０ 新条例附則第１９条の５の規定は、平成２２年１月１日以後に市民税の

所得割の納税義務者が交付を受ける同条第１項に規定する源泉徴収選択口座

内配当等（次項及び第１３項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。

について適用する。 

１１ 市民税の所得割の納税義務者が新条例第３３条第４項の規定により平成

２２年１月１日から同年１２月３１日までの期間（第１３項において「特例

期間」という。）内に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る所得に

ついての記載をした同条第４項に規定する申告書を提出する場合には、新条

例附則第１９条の５第２項の規定にかかわらず、当該申告書には、当該源泉

徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座（同項に規定する源泉徴収選

択口座をいう。以下この項及び第１３項において「源泉徴収選択口座」とい

う。）において前年中に交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴収選択口座内

配当等の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。 

⑴ 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同

一の支払者から支払を受けるべき新条例附則第１６条の３第１項に規定す

る上場株式等の配当等の額の総額が１万円以下であるものとして地方税法

施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（

）



 

平成２０年政令第１５２号。以下「平成２０年改正令」という。）附則第

７条第１０項で定めるもの（以下この項及び第１３項において「少額配当

等」という。） 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座

において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所得 

⑵ 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以

外のもの（以下この項及び第１３項において「少額配当等以外の配当等」

という。） 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座にお

いて前年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得 

１２ 新条例附則第１９条の６の規定は、平成２２年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、平成２１年度分までの個人の市民税に係る旧条例附

則第１９条の５第１項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、な

お従前の例による。 

１３ 市民税の所得割の納税義務者が新条例附則第１９条の６第１項の規定に

より申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに地方税法等の一部を

改正する法律（平成２０年法律第２１号）附則第３条第１６項の特別徴収義

務者が同項の規定により特例期間内に交付をした源泉徴収選択口座内配当等

について徴収して納入すべき県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択

口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額がある場合には、新条

例附則第１９条の６第２項の規定にかかわらず、新条例第３３条第４項に規

定する申告書には、当該控除した次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各

号に定める所得についての記載を行うものとする。 

⑴ 当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該源泉徴収

選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた

すべての少額配当等に係る所得 

⑵ 当該控除した金額のうち少額配当等以外の配当等の額から控除した額 

当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に

交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得 

１４ 平成２２年１月１日から同年３月３１日までの間における新条例附則第

１９条の６第５項の規定の適用については、同項中「並びに附則第１９条第

１項の規定の適用について」とあるのは「、附則第１９条第１項並びに附則

第１９条の３の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則

第１９条の３中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（附則第１９

条の６第４項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」



 

とする。 

１５ 市民税の所得割の納税義務者が平成２１年１月１日前に行った旧条例附

則第１９条の３に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成２１年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

１６ 市民税の所得割の納税義務者が、平成２１年１月１日から平成２２年１

２月３１日までの間に地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第 

２１号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号

附則第３５条の２の６第１２項に規定する上場株式等（以下この項において

「上場株式等」という。）の譲渡（新条例附則第１９条の２第２項に規定す

る譲渡をいう。）のうち租税特別措置法第３７条の１２の２第２項各号に掲

げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所

得、譲渡所得及び雑所得（同法第３２条第２項の規定に該当する譲渡所得を

除く。）については、新条例附則第１９条第１項の規定により同項に規定す

る株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所

得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として平成２０年改正令附則第

７条第１１項に定めるところにより計算した金額（以下この項において「上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対して課する市民税の所得

割の額は、新条例附則第１９条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。 

⑴ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上場株式等に係る譲渡所得等

の金額（次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第１９条第２

項の規定により読み替えて適用される新条例第３４条の２の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）をいう。以下この項において同じ。）

が５００万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金

額の１００分の１．８に相当する金額 

⑵ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が５００万円を超える場合 次

に掲げる金額の合計額 

ア ９万円 

イ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から５００万円を控除し

た金額の１００分の３に相当する金額 

１７ 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第１９条第２項の規定

の適用については、同項第１号中「譲渡所得等の金額」とあるのは、「譲渡

）



 

所得等の金額（当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに津市市税条例の

一部を改正する条例（平成２０年津市条例第  号）附則第２条第１６項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に

係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除し

た残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額）」とする。 

１８ 新条例附則第１９条の６第４項の規定の適用がある場合における第１６

項の規定の適用については、同項中「計算した金額（」とあるのは、「計算

した金額（新条例附則第１９条の６第４項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額。」とする。 

１９ 新条例附則第２０条第３項の規定の適用がある場合における第１６項の

規定の適用については、同項中「計算した金額（」とあるのは、「計算した

金額（新条例附則第２０条第３項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額。」とする。 

２０ 新条例附則第２０条の４第３項の規定は、同項に規定する所得割の納税

義務者が平成２１年１月１日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適

用配当等について適用し、同日前に旧条例附則第２０条の４第３項に規定す

る所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に

ついては、なお従前の例による。 

２１ 平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの期間内に新条例

附則第２０条の４第３項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき

同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中

「１００分の５」とあるのは「１００分の３」と、「１００分の３」とある

のは「１００分の１．８」とする。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、平成２０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成１９年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５６条の規定は、平成２１年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成１８年法律第５０号）第３８条の規定による改正前の民法（明

治２９年法律第８９号）第３４条の法人に係る固定資産に対して課する平成

２０年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 



 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例附則第２６条の規定は、平成２１年度以後の年度分の都市計画

税について適用し、平成２０年度分までの都市計画税については、なお従前

の例による。 



 

 

 

    

 津市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成２０年６月２５日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第２６号 

   津市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 津市福祉医療費等の助成に関する条例（平成１８年津市条例第１０４号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「心身障害者」を「障害者」に改める。 

 第２条第１号中「心身障害者」を「障害者」に改め、同号に次のように加え

る。 

  ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３ 

 号。以下「精神保健福祉法」という。）第４５条第２項の規定により精 

神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が１級 

のもの（一人親家庭等の母、一人親家庭等の父、一人親家庭等の児童、 

   乳幼児及び妊産婦を除く。） 

 第２条第２号から第５号までの規定中「心身障害者」を「障害者」に改め、 

同条第６号を削り、同条第７号中「心身障害者」を「障害者」に改め、同号を 

同条第６号とし、同条第８号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（ 

昭和２５年法律第１２３号）」を「精神保健福祉法」に、「心身障害者」を「 

障害者（第１号ウに該当する者を除く。）」に改め、同号を同条第７号とし、 

同条第９号を同条第８号とし、同条第１０号ア中「入院時食事療養費、」を削 

り、同号を同条第９号とし、同条中第１１号を第１０号とし、第１２号を第１ 

１号とし、第１３号を第１２号とする。 

 第３条第１項第３号ア中「心身障害者」を「障害者」に改め、同号キ中「精 

神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を「精神保健福祉法」に改める。 

 第４条第１項中「（就学前乳幼児にあっては、市長が受給資格を有すると認 

める者）」を削り、同条第５項を削る。 



 

 第５条第２項中「就学前乳幼児」を「第２条第１号ウに該当する者」に、「 

入院」を「通院」に改め、同条第３項中「入院時食事療養費の標準負担額（以 

下「標準負担額」という。）に相当する額及び」を削り、同条第５項中「から 

標準負担額に相当する額を控除した額」を削る。 

 第７条を削る。 

 第８条ただし書を削り、同条を第７条とし、第９条から第１６条までを１条 

ずつ繰り上げる。 

   附 則 

１ この条例は、平成２０年９月１日から施行する。 

２ 改正後の津市福祉医療費等の助成に関する条例の規定は、この条例の施行 

 の日以後に行われる診療に係る医療費について適用し、同日前に行われた診 

療に係る医療費については、なお従前の例による。 



 

 

 

 津市市有林の管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２０年６月２５日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第２７号 

津市市有林の管理に関する条例の一部を改正する条例 

 津市市有林の管理に関する条例（平成１８年津市条例第１８７号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第３号中「独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法律第１３０号）

を「独立行政法人森林総合研究所法（平成１１年法律第１９８号）」に、「独

立行政法人緑資源機構」を「独立行政法人森林総合研究所」に、「公団造林」

を「独行造林」に改める。 

 第３条第２項中「公団造林」を「独行造林」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

」



 

 

    

 津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２０年６月２５日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第２８号 

   津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 津市道路占用料徴収条例（平成１８年津市条例第１９５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中「第７条第８号」を「第７条第９号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



 

 

 

    

 津市介護保険条例及び津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成２０年６月２５日 

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第２９号 

   津市介護保険条例及び津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例 

 （津市介護保険条例の一部改正） 

第１条 津市介護保険条例（平成１８年津市条例第１３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

９ 当分の間、第１３条第１項に規定する延滞金の年７．３パーセントの割

合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の１１

月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１

５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パ

ーセントの割合を加算した割合をいう。）が年７．３パーセントの割合に

満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合（当該割合に

０．１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする 

 （津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第２条 津市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年津市条例第３９号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

  附則第２項に見出しとして「（平成２０年度における被扶養者であった被

保険者に係る保険料の徴収）」を付する。 

  附則に次の１項を加える。 

  （延滞金の割合の特例） 

３ 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合

。



 

は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の１１月

３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５

条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パー

セントの割合を加算した割合をいう。）が年７．３パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合（当該割合に０

１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

 

津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２０年６月３０日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第３０号 

   津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 津市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年津市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第３項を附則第４項とし、附則第２項前段中「第４条第１項」を「前

項」に、「第１期から第３期まで」を「第１期及び第２期」に、「第４期」を

「第３期」に改め、同項後段中「同条第２項」を「第４条第２項」に改め、

「同項中」の次に「「前項」とあるのは「附則第２項」と、」を加え、「とあ

るのは、」を「とあるのは」に改め、同項を附則第３項とし、附則第１項の次

に次の１項を加える。 

 （平成２０年度における普通徴収に係る納期の特例） 

２ 平成２０年度における普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、

第４条第１項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 第１期 ８月１日から同月末日まで 

 第２期 ９月１日から同月末日まで 

 第３期 １０月１日から同月末日まで 

 第４期 １１月１日から同月末日まで 

 第５期 １２月１日から同月２５日まで 

 第６期 １月１日から同月末日まで 

 第７期 ２月１日から同月末日まで 

 第８期 ３月１日から同月末日まで 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 津市助産施設及び母子生活支援施設への入所に要する費用の徴収に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２０年６月３０日  

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

津市規則第４７号 

   津市助産施設及び母子生活支援施設への入所に要する費用の徴収に関す

る規則の一部を改正する規則 

津市助産施設及び母子生活支援施設への入所に要する費用の徴収に関する規

則（平成１８年津市規則第８７号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

 

 



 

別表（第３条関係） 

助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の一覧表 

 被措置者の属する世帯の階層区分 費用の額（月額）  

 階 層 区

分 

定義 助産施設 母子生活支援施

設 

 

       円 円

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144

号）による被保護世帯（単給世帯

を含む。）及び中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）による支援給付

受給世帯 

0 0

Ｂ Ａ階層を除き、当該年度分の市町

村民税非課税世帯 

出産一時金×0.2

＋2,200 

1,100

 Ｃ１ 均等割の額のみ

（所得割の額の

ない世帯） 

出産一時金×0.3

＋4,500 

2,200

 Ｃ２ 

Ａ階層及びＤ階

層を除き、当該

年度分の市町村

民税の課税世帯

であって、その

市町村民税の額

の区分が次の区

分に該当する世

帯 

所得割の額があ

る世帯 

出産一時金×0.3

＋6,600 

3,300

    円     

 Ｄ１ 8,400以下出産一時金×0.5

＋9,000 

4,500

   8,400を超え  

   15,000以下  

 Ｄ２ 15,000を超え  6,700

 40,000以下   

Ｄ３ 

Ａ階層及びＢ階

層を除き、前年

分の所得税課税

世帯であって、

その所得税の額

の区分が次の区

分に該当する世 40,000を超え  9,300



 

70,000以下  

 Ｄ４ 

帯 

   70,000を超え  14,500

   183,000以下  

 Ｄ５ 

  

  183,000を超え  20,600

   403,000以下  

 Ｄ６ 

  

  403,000を超え   

     703,000以下  

その月における

その被措置者に

係る母子保護の

実施に要する費

用の支弁額（そ

の額が27,100円

を超えるときは

27,100円とする

 

 Ｄ７   703,000を超え   

     1,078,000以下  

その月における

その被措置者に

係る母子保護の

実施に要する費

用の支弁額（そ

の額が34,300円

を超えるときは

34,300円とする

 

 

 

Ｄ８ 

  

  

  

1,078,000を超え

1,632,000以下

  

  

その月における

その被措置者に

係る母子保護の

実施に要する費

用の支弁額（そ

の額が42,500円

を超えるときは

42,500円とする

 Ｄ９   1,632,000を超え  

     2,303,000以下  

その月における

その被措置者に

係る母子保護の

 

、

、

、

。）

。）

。）



 

実施に要する費

用の支弁額（そ

の額が51,400円

を超えるときは

51,400円とする

 Ｄ10   2,303,000を超え   

     3,117,000以下  

その月における

その被措置者に

係る母子保護の

実施に要する費

用の支弁額（そ

の額が61,200円

を超えるときは

61,200円とする

 

 Ｄ11   3,117,000を超え   

     4,173,000以下  

その月における

その被措置者に

係る母子保護の

実施に要する費

用の支弁額（そ

の額が71,900円

を超えるときは

71,900円とする

 

  

 

Ｄ12   4,173,000を超え

5,334,000以下

  

  

 

 

 

その月における

その被措置者に

係る母子保護の

実施に要する費

用の支弁額（そ

の額が83,300円

を超えるときは

83,300円とする

 Ｄ13   5,334,000を超え   

     6,674,000以下  

その月における

その被措置者に

係る母子保護の

 

、

、

、

、

。）

。）

。）

。）



 

実施に要する費

用の支弁額（そ

の額が95,600円

を超えるときは

95,600円とする

 Ｄ14   6,674,000を超え

る 

  その月における

その被措置者に

係る母子保護の

実施に要する費

用の支弁額 

 

 〔備考〕  

 １ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和25年

法律第226号）第292条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、Ｃ２

階層における「所得割の額」とは、同項第２号に規定する所得割（この

所得割を計算する場合には、同法第314条の７、附則第５条第３項及び第

５条の４第６項の規定は適用しないものとする。）の額をいう。 

 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、そ

の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額

又は均等割の額とする。 

２ この表のＤ１からＤ14までの階層における「所得税の額」とは、所得

税法（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22

年法律第175号）の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、

所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 

 ⑴ 所得税法第92条第１項及び第95条第１項から第３項まで 

⑵ 租税特別措置法第41条第１項及び第２項、第41条の２、第41条の19

の２第１項並びに第41条の19の３第１項 

⑶ 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附

則第12条 

３ この表の「出産一時金」とは、妊産婦が社会保険の被保険者、組合員

又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する

給付を受けることができる額をいう。 

、

。）



 

 ４ 児童の属する世帯の階層がＢ階層と認定された世帯であっても、次に

掲げる世帯である場合には、この表にかかわらず、当該階層の費用の額

（月額）は０円とする。 

 ⑴ 扶養義務者のいない単身世帯 

⑵ 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に規定する配偶者のな

い女子で現に児童を扶養しているものの世帯 

⑶ 次に掲げる在宅障害児（者）（社会福祉施設に措置された児童（者

児童福祉法第24条の２に定める障害児施設給付費若しくは障害者自立

支援法（平成17年法律第123号）第６条に定める自立支援給付（同法第

５条第５項、第６項及び第13項から第15項までに規定するサービスに

係るものに限る。）の受給者又は同法附則第22条の規定による支給決

定を受けている者を除く。）を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に定める身体障

害者手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日厚生省発児第156号）に定め

る療育手帳の交付を受けた者 

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）

に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法（昭和34年法

律第141号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123

号）第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

⑷ その他保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に

困窮していると市長が認める世帯 

５ 児童福祉法第22条第１項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次の

いずれかに該当するときは、これを行わないものとする。 

 ⑴ その妊産婦の属する世帯の階層区分がこの表のＤ１からＤ14までの

階層であるとき（真にやむを得ない特別の理由がある場合でＤ１階層

のうち所得税の額が8,400円以下のときを除く。）。 

⑵ その妊産婦の属する世帯の階層区分がこの表のＡ階層及びＢ階層で

ある場合を除いて、出産一時金が350,000円以上であるとき。 

６ 助産の実施に要する費用の額（月額）に100円未満の端数があるとき

は、当該端数を切り捨てる。 

、）



 

 ７ 助産の実施に要する費用の額（月額）は、その助産の実施を開始した

日から解除される日までの期間に係る費用の額とみなす。 

    



 

附 則 

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

 





津市告示第１１８号 

 下記の者の督促状は、住所居所不明のため、送達することができないので、

地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２０年６月１７日 

津市長 松 田 直 久  

 

記 

 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

津市白山町南出７３４番地 有限会社Ｓ・Ｋ・Ｏ 督促状 

 



津市告示第１１９号 

  三重県屋外広告物条例（昭和４１年条例第４５号）第１９条の２第１項の規

定により、下記のとおり広告物又は掲出物件を保管したので、同条第２項の規

定により告示する。 

  平成２０年６月１８日 

 

                                    津市長 松 田 直 久 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の種類及び数量 

    はり札等      ８２ 枚      

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所 

    広明町地内ほか（主要幹線道路）                

３ 広告物又は掲出物件を除却した日         

    平成２０年５月１４日から２２日まで 

４ 保管した広告物又は掲出物件の返還に関する事項 

    返還を希望する者は、次の申出先に申し出るものとする。 

   （申出先）                    

    津市建設部津北工事事務所補修担当 

      津市高茶屋小森上野町１１８５番地１  

      電話番号 ０５９－２３５－５６５５ 

 



津市告示第１２０号 

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。 

  平成２０年６月１８日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

記 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

１３０４２３３ 平成１９年１０月１日 平成２０年６月８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１２１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年美杉村告示第８４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２０年６月１８日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  伊勢地区 

  三重県津市美杉町石名原１６８１番地３ 

   代表者  堀 井 一 弘 

２ 変更に係る事項 

 規約の変更 

変 更

前 

第１２条 役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨

げない。 

変 更

後 

第１２条 役員の任期は３年とする。ただし、区長の任

期は２年とし、役員の再任は妨げない。 

３ 変更の理由及び年月日 

高齢化による区長の職務負担の軽減を図るため、任期を２年にし、平成２ 

０年５月２４日の通常総会において改正する。 



津市告示第１２２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１９年津市告示第１６９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２０年６月２３日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  三多気区 

  三重県津市美杉町三多気３７８番地 

   代表者 尾畑 和明 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
松井  理 

三重県津市美杉町三多気４２１番地 

変更後 
尾畑 和明 

三重県津市美杉町三多気３７８番地 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２０年１月１４日より新任 

  



津市告示第１２３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に

より、平成２０年３月３１日及び平成２０年５月１９日に専決処分し

た予算の要領及び平成２０年６月２３日市議会の議決を経た予算の要

領を次のとおり公表する。 

  平成２０年６月３０日 

 

                    津市長 松 田  直  久  

 

１  平成２０年３月３１日専決処分した予算 

  平成１９年度津市一般会計補正予算（第７号） 

平成１９年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

２ 平成２０年５月１９日専決処分した予算 

平成２０年度津市老人保健医療事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 平成２０年６月２３日議決を経た予算 

平成２０年度津市一般会計補正予算（第１号） 























津市公告第８５号 

津市が執行する建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札（以下「事

後審査型入札」という。）に関する必要な事項について、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年

津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により、次のとおり

公告します。 

なお、この公告は事後審査型入札を執行するに当たっての共通事項を示すも

のであり、個々の入札に付する事項及び入札参加資格等については、別に公告

します。 

  平成２０年６月１６日 

津市長 松 田 直 久 

 

事後審査型条件付一般競争入札共通事項 

 

１ 入札参加者に必要な資格要件 

事後審査型入札に参加できる建設業者等は、次に掲げる要件を備えている

者でなければならない。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

⑵ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可（建設コン

サルタント等にあっては、それぞれの業務に関し法令の定めるところによ

る登録）及び同法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査（建設コ 

ンサルタント等にあっては、市長が別に定める審査）を受けており、かつ、 

その審査の基準日の前日までに営業年数が１年以上あること。 

⑶ 津市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

⑷ 当該対象工事等の業種に応じた技術者を有していること。 

⑸ 個別の案件ごとの公告（以下「個別公告」という。）から入札時までの

期間において、本市から指名停止等を受けていないこと。 

⑹ 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始を申し 

立てた者若しくは決定を受けた者（本市から再認定を受けた者を除く。） 

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始を申 

し立てた者若しくは決定を受けた者（本市から再認定を受けた者を除く。） 



でないこと。 

⑻ 建設業法その他の法令、規則等に違反していないこと。 

⑼ 個別公告において示す参加資格要件を満たしていること。 

⑽ その他市長が事後審査型入札に係る参加業者として不適当であると認め

る者でないこと。 

２ 設計書及び設計図書の閲覧等 

建設工事等に係る設計書及び設計図書については、個別公告で示す期間、

総務部調達契約課並びに津北工事事務所及び津南工事事務所（以下「総務部

調達契約課等」という。）において閲覧に供するほか、当該公告で示す販売

店において有償で頒布する。 

３ 入札参加方法等 

⑴ 事後審査型入札においては、入札参加のために事前に申請手続を行うこ

とを要せず、この共通事項及び個別公告において示す参加に係る資格要件

を満たす者は、当該公告において示す入札書提出期限までに入札書を提出

することにより入札参加できるものとする。 

 ⑵ 入札方法は郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る。）を指定された封筒に封入の上、一般書留・簡易書留・配達記録郵便

のいずれかの方法で郵送するものとし、調達契約課への持参は認めない。 

⑶ 封筒は、市が配布する郵便入札専用の指定封筒等を使用すること。 

⑷ 個別公告で示した入札書提出期限までに郵便事業株式会社津支店必着と

する。 

⑸ 宛先 

〒５１４－８７９９ 

郵便事業株式会社津支店留 津市役所 調達契約課 宛 

⑹ 入札回数は、１回とする。 

４ 入札書 

 ⑴ 指定様式の入札書に、入札日（開札日）、入札人の住所・氏名・印、入

札金額、工事名、工事場所及び落札可能件数を記入すること。 

 ⑵ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を



入札書に記載すること。 

 ⑶ 入札書は、指定した封筒等に入れ、開札日時、件名、差出人名を記入の

上、３箇所の封印をすること。 

５ 積算内訳書 

⑴ 入札書の入札金額に対応した積算内訳書を必ず提出すること。 

⑵ 積算内訳書の合計金額は、必ず入札書の入札金額と同額とすること。 

⑶ 積算内訳書は、入札書を提出（郵送）する際に必ず同封すること。 

⑷ 積算内訳書の審査を行った結果、不明な点があるときは、さらに詳しい

積算明細書等の資料提出及び積算根拠の説明を求めることがある。 

６ 開札の立会い 

開札の立会人を、入札参加者の中から選定する。ただし、選定された立会

人が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員に立ち会わせ、開札す

ることができる。 

７ 開札及び落札候補者の決定 

⑴ 開札は、個別公告において示す日時及び場所において行うものとする。 

⑵ 開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札

した者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者

の入札参加資格の審査のため落札決定を保留し、開札を終了するものとす

る。 

⑶ ⑵の落札候補者となるべき者が複数ある場合は、開札立会人によるくじ

引きにより、当該複数入札者の落札候補順位を決定する。 

８ 無効の入札 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

⑴ 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

⑵ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

⑶ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

⑷ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

⑸ 入札者の記名押印のないとき。 

⑹ 入札金額を訂正しているとき。 

⑺ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

⑻ 入札保証金の納付がないとき、又は額が不足するとき。 

⑼ 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札

をしたとき。 



⑽ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 ⑾ 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。 

 ⑿ 入札書が提出期限を過ぎて到着したとき。 

 ⒀ 本市が配布する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を郵送し 

  たとき。 

 ⒁ 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

⒂ 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

 ⒃ 積算内訳書が同封されていないとき。 

⒄ 入札書に記載された金額と積算内訳書に記載された金額が異なるとき。 

⒅ 落札候補者となった件数が落札可能件数に達した以後に当該落札候補者

が入札をしたとき。 

 ⒆ 開札後に入札参加資格の審査を行った結果、入札参加資格要件を満たさ

ないことが分かったとき。 

 ⒇ その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。 

９ 入札参加資格確認資料の提出 

落札候補者となった者は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申

請書（以下「確認申請書」という。）及び次に掲げる確認資料を調達契約課

へ提出するものとする。 

⑴ 建設工事の場合 

ア 建設業許可証明書等の写し（支店等業者にあっては、支店等が対象業

種の建設業許可を有することを証明する書類） 

イ 配置予定の主任（監理）技術者及び現場代理人等との雇用関係を確認

するための書類（雇用保険、社会保険被保険者証等の写し） 

ウ 配置予定の主任（監理）技術者の資格者証の写し（実務経験の場合は、 

実務経験経歴書） 

エ 専任技術者証明書の写し（建設業許可申請時に必要な営業所の専任技

術者調書の写し） 

オ 同種工事の施工実績届出書 

カ 設計図書を購入した際の領収書の写し又は積算内訳書交付済証（総務

部調達契約課等が発行したもの） 

キ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

⑵ 建設コンサルタント等の場合 

ア 建設コンサルタント等に係る登録を証明する書類 



イ 直近決算における現況報告書（副本）の写し 

ウ 配置予定技術者との雇用関係を確認するための書類（雇用保険、社会

保険被保険者証等の写し） 

エ 配置予定技術者の資格証の写し等 

オ 同種業務の履行実績届出書 

カ 設計図書を購入した際の領収書の写し又は積算内訳書交付済証（総務

部調達契約課等が発行したもの） 

キ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

⑶ 落札候補者は、提出を求められた日の翌日から起算して２日以内に確認

申請書及び確認資料を提出しなければならない。 

⑷ 落札候補者が提出期限内に確認申請書及び確認資料を提出しない場合、

当該落札候補者は入札参加資格要件を満たしていないものとみなす。 

１０ 落札者の決定 

⑴ 落札候補者から提出された確認申請書及び確認資料を審査した結果、入

札参加資格要件を満たしていることを確認したときは、当該落札候補者を

落札者と決定する。 

⑵ ⑴の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないこと

を確認したときは、当該落札候補者のした入札を無効とし、次に低い価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、適格者が現れるまで順次審

査を行うものとし、その過程において、同価格の入札をした者が複数ある

場合は、別に指定する日時及び場所においてくじ引きを行い、落札候補者

の順位を決定する。この場合において、くじ引きを代理人が行う場合は、

委任状を提出しなければならない。 

⑶ 入札参加資格要件の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満た

していないことを確認したときは、事後審査型条件付一般競争入札参加資

格審査結果通知書により通知するものとする。 

⑷ ⑶の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して２日以内に

書面により決定理由について説明を求めることができる。 

⑸ ⑷の説明を求められたときは、説明を求められた日の翌日から起算して

４日以内に回答書により回答するものとする。 

１１ 入札保証金 

入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当する場合及びあ



らかじめ個別公告においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

１２ 契約保証金 

⑴ 契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し

なければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又

は金融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供す

ることにより、契約保証金の納付に代えることができる。 

 ⑵ 津市建設工事執行規則（平成１８年津市規則第４１号）第１２条の規定

に該当する場合は、契約保証金を免除する。 

１３ 予定価格 

予定価格は、個別公告において明らかにする。 

１４ 最低制限価格 

最低制限価格の設定については、個別公告において明らかにする。 

１５ 入札の中止等 

⑴ 事後審査型入札への参加に係る業者等が不正の利益を得るために連合し、

又は不穏な行動をなす等公正な入札の執行を確保することができないと認

めるときは、当該事後審査型入札を延期、中止等の措置をとることがある。 

⑵ 天災その他やむを得ない事由により入札（開札）を行うことができない

と認めるときは、入札（開札）を中止することがある。 

⑶ 入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用、郵送に係る

費用その他入札に係る一切の費用は補償しない。 

１６ 期限の特例 

この共通事項において示す期限については、津市の休日を定める条例（平

成１８年津市条例第１４号）第３条の規定を準用する。 

 




